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              紀美野町第３回定例会会議録 

              平成２２年９月６日（月曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

 平成２２年９月６日（月）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第６６号 平成２１年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ５ 議案第６７号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ６ 議案第６８号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ７ 議案第６９号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ８ 議案第７０号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ９ 議案第７１号 平成２１年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 第１０ 議案第７２号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１ 議案第７３号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 第１２ 議案第７４号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳 

            入歳出決算の認定について 

 第１３ 議案第７５号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 第１４ 議案第７６号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

 第１５ 議案第７７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

 第１６ 議案第７９号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
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 第１７ 議案第７８号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

 第１８ 議案第８０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 第１９ 議案第８１号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

 第２０ 議案第８２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の策定について 

 第２１ 議案第８３号 平成２２年度紀美野町一般会計補正予算（第２号）について 

 第２２ 議案第８４号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号）について 

 第２３ 議案第８５号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

            算（第２号）について 

 第２４ 議案第８６号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

            号）について 

 第２５ 議案第８７号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

            号）について 

 第２６ 議案第８８号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補 

            正予算（第２号）について 

 第２７ 議案第８９号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第２８ 議案第９０号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 

 第２９ 議案第９１号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ２号）について 

 第３０ 議案第９２号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）につ 

            いて 

 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第３０まで 

 

○議員定数 １６名 
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○出席議員        議席番号  氏  名 

               １番 田 代 哲 郎 君 

               ２番 小 椋 孝 一 君 

               ３番 北 道 勝 彦 君 

               ４番 新 谷 榮 治 君 

               ５番 向井中 洋 二 君 

               ６番 上 北 よしえ 君 

               ７番 西 口   優 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 前 村   勲 君 

              １１番 加 納 国 孝 君 

              １２番 松 尾 紘 紀 君 

              １４番 鷲 谷 禎 三 君 

              １５番 美 濃 良 和 君 

              １６番 美 野 勝 男 君 

 

○欠席議員 

              １３番 杉 野 米 三 君 

 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 井 上   章 君 

            企画管財課長 増 谷 守 哉 君 

            住 民 課 長 牛 居 秀 行 君 

            税 務 課 長 温 井   勝 君 
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            産 業 課 長 中 尾 隆 司 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            会 計 管 理 者 岡 本 卓 也 君 

            総務学事課長兼 

            教 育 次 長 
溝 上 孝 和 君 

            生涯学習課長 新 田 千 世 君 

            保健福祉課長 山 本 倉 造 君 

            水 道 課 長 岩 本 介 伸 君 

            地籍調査課長 温 井 秀 行 君 

            美 里 支 所 長 尾 花 延 弥 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

 

○欠席したもの 

            な  し 

 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君 
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 開 会 

○議長（美野勝男君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまより平成２

２年第３回紀美野町議会定例会を開会します。 

   

（午前 ９時０５分） 

 

○議長（美野勝男君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、８番、伊都堅仁

君、９番、仲尾元雄君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、伊都堅仁君。 

（８番 伊都堅仁君 登壇） 

○８番（伊都堅仁君）    去る９月１日、議会運営委員会を開催しましたので、その

結果について報告いたします。 

  会期は本日から２２日までの１７日間とし、再開日は１４日、１７日及び２２日と決

定しました。 

  議事の日程については、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、決算の認定につきましては、質疑を終了した後、決算審査特別委員会に付託し

たいと思います。 

  次に一般質問の通告は９月８日、水曜日の午後３時までといたします。 

  次に全員協議会を９月６日、本日の本会議終了後、開催したいと思います。 

  さらに総務文教常任委員会を９月１０日、金曜日、午前９時３０分から、産業建設常

任委員会を９月９日、木曜日、午前９時３０分から開催したいと思います。 

  また、決算審査特別委員会は９月１４日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  次に広報編集委員会を９月１７日、本会議終了後、開催したいと思います。 
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  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で報告を終わります。 

（８番 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から９月２２日までの１７日間とし

たいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１７日間と決定しました。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されております。 

  お手元に配付のとおりであります。 

  ご了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    開会に当たりまして、一言ごあいさつ並びにその後の行政

報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位をはじめ、関

係の皆様方には、何かとご多忙中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

  また、議員の皆様方には、昨日、一昨日に開催をいたしました敬老会へのご臨席をい

ただき、まことにありがとうございました。 

  さて、最近の急激な円高・株安は、中小企業や輸出関係企業に重大な影響を与えると

ともに、景気の悪化が懸念されるところです。今後さらなる緊急経済対策が必要と言わ

れております。 

  そうした中で、他市町村で問題となっております消えた高齢者問題は、本町では該当
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者がございませんので、ご安心いただきたいと思います。 

  また、先日の議会全員協議会でもご説明を申し上げました、紀の海広域施設組合の処

理場は、紀の川市の候補地が建設用地として今後進んでまいります。２市１町で力を合

わせて取り組んでまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  次に平成２１年度の地域活性化、きめ細かな臨時交付金事業は大半が平成２２年度に

繰越しをしており、既に大部分が契約を行い、事業に着手しているところでございます。

早く事業を終え、町の活性化に努めてまいりたいと考えております。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第６６号から議案第９２号までの２７

件であります。平成２１年度紀美野町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定の承認を

いただく案件が１１件、町条例の一部改正に係る案件が５件、過疎地域自立促進計画の

策定についての案件、そして平成２２年度紀美野町一般会計及び特別会計の補正予算に

係る案件が１０件であります。 

  後ほど担当課長より詳しく説明を申し上げますので、十分ご審議の上、原案どおりご

可決くださいますようお願いいたしまして、ごあいさつ並びに行政報告とさせていただ

きます。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に一般質問の通告は９月８日、午後３時までに提出願い

ます。 

  今期定例会までに受理した陳情はお手元に配付のとおりであります。 

  陳情第２号及び陳情第３号は、産業建設常任委員会へ付託しましたので、報告します。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

◎日程第 ４ 議案第６６号 平成２１年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

◎日程第 ５ 議案第６７号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ６ 議案第６８号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳 

              入歳出決算の認定について 

◎日程第 ７ 議案第６９号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ８ 議案第７０号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出 



－８－ 

              決算の認定について 

◎日程第 ９ 議案第７１号 平成２１年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

◎日程第１０ 議案第７２号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第１１ 議案第７３号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について、 

◎日程第１２ 議案第７４号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第１３ 議案第７５号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第６６号、平成２１年度紀美野町一般会計

歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６７号、平成２１年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第６８号、平成２１

年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第７、

議案第６９号、平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第８、議案第７０号、平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第９、議案第７１号、平成２１年度紀美野町老人保健

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第７２号、平成２１年度

紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、議案第

７３号、平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日

程第１２、議案第７４号、平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計

歳入歳出決算の認定について及び日程第１３、議案第７５号、平成２１年度紀美野町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、以上１０件を一括議題とします。 

  説明を願います。 

  会計管理者、岡本君。 

（会計管理者 岡本卓也君 登壇） 

○会計管理者（岡本卓也君）    それでは恐れ入りますが、議案書の１ページをご覧

ください。 

  ただいま一括議題とされました議案第６６号から議案第７５号までの説明をさせてい
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ただきます。 

  説明は、款、項について、執行額のみ読み上げさせていただきますので、よろしくご

了承いただきたいと思います。 

  なお、本決算につきましては、８月１６日から１８日までの３日間にわたり、監査委

員による決算審査を実施していただいております。十分ご審査の上、認定いただけます

ようお願い申し上げます。 

  議案第６６号 平成２１年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、表記決算を別冊により別紙監査委員の意

見書をつけて議会の認定に付する。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  なお、以下、議案第６７号から議案第７５号までの朗読は省略させていただきますの

で、ご了承いただきたいと思います。 

  それでは別冊の平成２１年度紀美野町決算書２ページをご覧ください。 

  平成２１年度一般会計歳入歳出決算書。 

  歳入でございます。 

  １款、町税の収入済額、９億４,５３９万１,２０１円、不納欠損額、５４５万５,３

００円、収入未済額、２,９５８万６,９６３円となっています。収入は前年度に比べ、

４,６１９万２,４６５円の減額でございます。 

  １項、町民税、３億９,９１４万３,８４５円、個人町民税の徴収率は現年度分、９８.

７６％、滞納分は４４.９８％、個人町民税の不納欠損額は４４万４,３４３円となりま

した。 

  ２項、固定資産税、４億８,５５９万２,８９２円、徴収率は現年度分、９８.８８％、

滞納分、２９.５０％、不納欠損額は４８７万６,３５７円となりました。 

  ３項、軽自動車税、２,９８９万１,８５８円、徴収率は現年度分、９７.７４％、滞

納分、１３.７８％、不納欠損額、１３万４,６００円となっています。 

  ４項、市町村たばこ税、収入済額、２,７４１万７,５３１円、前年度に比べ、５７１

万５,１２７円、率にして約２０％の減額でございます。 

  ５項、入湯税は収入済額、３３４万５,０７５円でございます。 

  ２款、地方譲与税、８,２４２万７,０１８円、内訳は１項、地方揮発油譲与税、１,

３３０万５,０００円、２項、自動車重量譲与税、５,９９８万６,０００円、３項、地
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方道路譲与税、９１３万６,０１８円となっています。 

  ３款、利子割交付金、６２０万９,０００円でございます。 

  ４款、配当割交付金、２２１万３,０００円です。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金、９１万９,０００円でございます。 

  ６款、地方消費税交付金、９,０７３万円、前年度に比べ、約３３０万円の増額でご

ざいます。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金、４,４３９万９,４２５円、前年に比べ、約１５６万円

の増額でございます。 

  ８款、自動車取得税交付金、２,６１０万９,０００円でございます。 

  ９款、地方特例交付金、１,４２９万９,０００円、１項、地方特例交付金、１,３６

４万４,０００円、２項、特別交付金、６５万５,０００円となっています。 

  １０款、地方交付金、３８億７,９０８万８,０００円でございます。 

  １１款、交通安全対策特別交付金、１６８万１,０００円でございます。 

  ４ページをご覧ください。 

  １２款、分担金及び負担金、４,０１６万１,９８４円、内訳は１項、分担金、２６１

万６,５７２円、２項、負担金、３,７５４万５,４１２円、昨年より約８,７７０万円が

減額となっていますが、これは地上デジタル放送難視聴対策事業加入金のため、昨年度

より大幅に減額したものでございます。 

  １３款、使用料及び手数料、１億１,５９２万７,８７５円でございます。収入未済額、

２３３万７,７００円となっています。 

  １項、使用料、４,１１４万８９５円、庁舎等使用料、１６２万６,０００円、長谷毛

原健康センター等使用料、３３４万５,７１０円、緑の雇用担い手住宅使用料、８７万

円、公営住宅・特定住宅・町営駐車場使用料、３,２７５万８２０円となっており、ま

た天文台使用料や農村総合センター使用料の教育使用料、２５４万８,３６５円となっ

ています。収入未済額、２３３万７,７００円、そのうち公営住宅使用料が２１１万９

００円、町営駐車場使用料が２２万６,８００円の未納となっております。 

  ２項、手数料、７,４７８万６,９８０円、総務手数料、５４４万４８５円、衛生手数

料、１,３１６万９,０５０円、土木手数料、５,６１３万８,８４５円となっております。

土木手数料の建設残土処理手数料は、昨年度に比べ、約７８０万円の増額となっており

ます。 
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  １４款、国庫支出金、９億７,６４５万５,１７１円、前年度に比べ、５億３,６５８

万１６７円の増額でございますが、このうち約４億２,２００万円が繰越財源でござい

ます。 

  １項、国庫負担金、８,６４１万９,２４７円、主なものは障害者福祉費負担金、５,

９３１万２,６７４円、被用者児童手当交付金、７４４万８,０００円、被用者小学校修

了前特例給付交付金、７８０万８,３３３円、その他、各種事業に対する国からの負担

金でございます。 

  ２項、国庫補助金、８億７,５１２万７,８５２円、主なものは地域活性化経済危機対

策臨時交付金、２億６,８１８万４,０００円、地域情報通信基盤整備推進交付金、８,

５３３万円、地域活性化生活対策臨時交付金、１億３,１９５万５,０００円、定額給付

金給付事業補助金、１億４,３２１万７６１円となっていますが、このうち約３億６,５

００万円が平成２０年度からの繰越財源でございます。 

  ３項、国庫委託金、１,４９０万８,０７２円、主なものは衆議院議員選挙事務委託金、

９１９万４,３９０円と、投票人名簿システム構築交付金、２０４万７,０００円でござ

います。 

  １５款、県支出金、３億５,７６２万９,０１５円でございます。 

  １項、県負担金、１億５,１４６万５,４３２円、障害者自立支援給付費負担金、約２,

９３０万円、被用者小学校修了前特例給付交付金、７８０万円、非被用者小学校修了前

特例給付交付金、３２７万８,０００円、国民健康保険基盤安定負担金、約３,０４７万

円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金、約３,７７０万円等、各種事業への県の

負担金でございます。 

  ２項、県補助金、１億８,１６０万６,０８５円、孤立集落通信確保事業支援補助金、

約６８７万円、重度心身障害者医療費補助金、約１,５２６万円、合併処理浄化槽設置

補助金、約８５４万円、中山間地域直接支払交付金、約３,９８７万円、森林環境保全

整備事業、約２,８８９万円等が主なものでございます。 

  ３項、県委託金、２,４５５万７,４９８円、県民税徴収取扱事務委託金、約２,００

０万円、指定統計調査委託金、３２９万２,０００円が主なものでございます。 

  １６款、財産収入、１,６６６万６,９５８円でございます。 

  １項、財産運用収入、１,４４７万２,１８７円、土地建物賃借料や物品貸付収入、約

１,１００万円、基金の預金利息、約３４７万円でございます。 
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  ２項、財産売払収入、２１９万４,７７１円、土地の売払収入でございますが、この

うち紀美野町長谷１２５６の１２、山林の売り払い、１３８万３,１２０円、これは関

西電力への売り払いでございます。 

  １７款、寄附金、ふるさとまちづくり応援寄附金の９万５,０００円でございます。 

  １８款、繰入金、１億９,９２１万６,１１１円、前年度に比べ、８,０４０万３,１１

１円の増額でございます。河川浄化推進事業基金、６０２万４,０００円、水産業振興

基金、２００万円、減債基金繰入、８,２５５万７,０００円、地域振興基金、１億８０

９万１１１円、地上デジタル放送中継施設基金、５４万５,０００円の繰入でございま

す。 

  １９款、繰越金、前年度繰越金、２億３,８０８万９２２円のうち、繰越明許分、２,

６２４万４,０００円、実質収支分、２億１,１８３万６,９２２円となっております。 

  ２０款、諸収入、８,１９７万５５５円、１項、延滞金、加算金及び過料、４１万２,

７３７円、２項、町預金利子、１３０万８,７８７円、３項、雑入、７,９７４万５,１

６１円、これは消防団員退職報償金、８１４万７,０００円をはじめ、消防団員等公務

災害補償費、１７５万６,８３６円、コミュニティ補助金、１,５７５万円、派遣職員人

件費負担金、１,５４３万３０６円が主な雑入でございます。 

  ２１款、町債、１３億１,０７０万３,０００円でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入合計、８４億３,０３７万２,２３５円となりました。 

  続きまして８ページの歳出でございます。 

  １款、議会費支出済額、８,７５７万８,０７０円、前年度に比べ、６８０万６４６円

の減額でございます。これは職員の異動により１名減のため、給料、手当等の減額でご

ざいます。 

  ２款、総務費の支出済額、１２億５,７０５万９,３２９円、翌年度繰越額、１億４１

２万９,０００円でございます。 

  １項、総務管理費、１０億９,２８９万７,８２７円、翌年度繰越額、１億４１２万９,

０００円、繰越の内訳といたしまして、主なものは、携帯電話基地局電送路整備事業、

６,１４２万５,０００円、行政事務用情報機器更新事業及びファイルサーバー更新事業、

１,８７３万８,０００円、Ｊアラート整備事業、９４２万円、地上デジタル放送難視聴

対策事業及び地上波デジタル放送難視聴対策事業に８,０００万円等、１０事業で１億
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４１２万９,０００円が翌年度への繰越となっています。 

  地上波デジタル放送難視聴対策事業、２億５,５９９万円、アンテナ設置工事、２９

５万６,５１１円、企画費、３億９,５６９万９,５９５円となり、コミュニティバスの

運行や吉見集会所の建設等、自治振興費、９,４０４万２,５７４円、防災行政無線移動

系無線機設置工事等防災諸費、４,２９２万３,４１７円、定額給付金給付事業、１億４,

７３４万９,２３９円となり、庁舎・支所等の管理、広報紙、財産管理、電算システム

等の事業を実施いたしました。 

  ２項、徴税費、１億２,０４６万３,４９４円でございます。 

  ３項、戸籍住民基本台帳費、２,１９０万６,４６０円。 

  ４項、選挙費、１,８１９万４,７３０円、国民投票対応システム構築委託料、２０４

万７,０００円、衆議院議員総選挙費、９２２万４,３９０円、町長選挙費、６５７万３,

２９９円の支出となっております。 

  ５項、統計調査費、３３１万４,１１８円、６項、監査委員費、２８万２,７００円と

なっています。 

  ３款、民生費、１６億４,４４９万９,２９４円、翌年度繰越額、４２４万１,０００

円は、神野保育所物置、屋根修繕事業、５２万２,０００円、子ども手当システム改修

事業、３７１万９,０００円でございます。 

  １項、社会福祉費、１０億２,４５４万２,４４３円、老人福祉、障害者福祉、福祉医

療費の事業を実施し、また国民健康保険事業、老人保健、介護保険、後期高齢者医療費

へ、合わせて５億１,４５０万９,９１０円を繰り出しいたしました。 

  ２項、児童福祉費、６億１,９９５万６,８５１円で、約４,６００万円の児童手当費

や約３億２,５００万円の野上第１保育所の新築工事の事業を実施いたしました。 

  ３項、災害救助費はございません。 

  ４款、衛生費、９億３,２１８万９,４４０円でございます。翌年度繰越額、２,６６

７万円、これは美里区域ごみ処理場整備事業でございます。 

  １項、保健衛生費、６億４,０６８万９,５７１円、野上厚生病院組合負担金、約３億

６,０７５万円、各種予防接種委託料、約７５０万円、五色台広域施設組合管理運営負

担金及び建設負担金、５,７７４万円、美里簡易水道特別会計繰出金、５,６４０万円、

野上簡易水道特別会計繰出金、４８５万５,０００円、国保診療所特別会計繰出金、２,

１３５万１,０００円となっています。 
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  ２項、清掃費、２億９,１４９万９,８６９円、ごみ収集、し尿処理等の事業を実施し、

海南海草環境衛生施設組合負担金、１億２,６４０万７,２０３円、合併浄化槽設置補助

金、１,４５７万円となっております。 

  ５款、農林水産業費、４億９,０２６万３,２５９円、翌年度繰越額、１億９７９万４,

０００円でございます。繰越の内訳といたしましては、創作館周辺通路コンクリート舗

装事業が３３万３,０００円、農作物鳥獣害対策防止柵設置事業、１,０００万円、林道

毛原勝谷線道路拡幅事業、５００万円、森林環境保全整備事業、３,８８５万９,０００

円、美しい森林づくり基盤整備事業、５,５６０万２,０００円の５事業でございます。 

  １項、農業費、３億７,２５０万２,２１３円、中山間地域直接支払交付金、約５,３

００万円、町農業経営支援事業補助金、約２,６９０万円、農業集落排水事業特別会計

への繰出金、１,６７１万５,０００円、史跡調査事業、約１億９００万円、小規模土地

改良事業、約１,０００万円を支出しております。 

  ２項、林業費、１億１,１８９万７,４４６円、フォレストケアサポート事業委託、４

５０万円、美しい里づくり事業、約１９７万円、まちづくり推進事業委託、約８１５万

円等、委託料、約１,８５０万円、森林整備地域活動支援交付金等負担金補助及び交付

金、約１,８００万円、林道毛原下滝ノ川線開設工事、４,６３０万８００円が主なもの

でございます。 

  ３項、水産業費、貴志川漁業組合へのあゆ等放流補助金と貴志川環境保全事業委託料、

５８５万２,０００円の支出となっています。 

  ４項、山村振興費、１万１,６００円、これは県山村振興対策協議会への支出となっ

ております。 

  ６款、商工費、７,９９３万５,５４１円でございます。翌年度繰越額、２,１８３万

３,０００円、観光看板設置事業やふれあい公園特別会計への繰出金でございます。町

商工会補助金、１,２０８万円、シルバー人材センター補助金、５６５万円、また紀美

野町伝統工芸後継者育成支援事業費補助金、３０万円の補助となっております。また、

観光費では県立自然公園ツアーガイド事業委託料、２３１万円、県立自然公園生石すす

き草原育成保全整備事業委託料、２７５万１,０００円、山の家おいし管理委託料に２

４０万円等となっています。 

  ７款、土木費、６億３,２２１万５,３２１円の支出、翌年度繰越額、１億９,７９６

万４,０００円、内訳は町道谷線改良工事、９５２万１,０００円、町道改良事業、１億
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１,１９４万５,０００円、町道平中通り２号線道路改良事業、３,２５０万２,０００円、

町道福田松瀬線道路改良工事、１,３５０万１,０００円等、６事業が繰越となっていま

す。 

  １項、土木管理費、２,８６０万４,０５７円。 

  ２項、道路橋梁費、５億２,５２６万７,５８８円、道路橋梁維持費、約６,０９６万

円、町道補修及び舗装生活関連工事、約５,０３０万８,０００円となっています。また、

道路橋梁新設改良では、町道谷線改良工事ほか２０件、約３億６,９５１万円となって

います。 

  ３項、住宅費、２,３３９万７,４６４円、老朽化が著しい町営住宅の福井第一団地や

下佐々第二団地の解体撤去を行いました。 

  ４項、公園費、３８万５,４２５円、楠木公園の管理運営を行いました。 

  ５項、建設残土処理費、５,４５６万７８７円、公共工事に伴って発生する残土を処

理するため、残土処分場の管理運営を行いました。 

  ８款、消防費、４億４,０９２万９,０８９円でございます。翌年度繰越額、３４５万

円、これは第１４分団消防格納庫新築事業、３１５万円、第１５分団消防格納庫ひさし

設置事業、２０万円、修繕料、１０万円でございます。常時消防費、３億９,３４１万

４,４６１円、システム保守委託、約２００万円、機器等保守点検委託、約１６６万円、

消防庁舎屋上一部防水改修工事等２１１万円となっています。非常備消防費、４,７４

４万８,３５０円で、小型動力ポンプや消防ホース等、備品購入、約３６５万１,０００

円の支出でございます。 

  次の１０ページをお願いいたします。 

  ９款、教育費、４億３,７３４万４,５２７円、翌年度繰越額、６,３９５万円となっ

ています。内訳は小学校費で５事業、９２６万４,０００円、中学校費で６事業、２,７

７２万４,０００円、社会教育費で５事業、２,６９６万２,０００円となっております。 

  １項、教育総務費、１億３,１９５万３５２円、野上小学校校区内のスクールバス２

台、美里中学校、下神野小学校校区のスクールバス３台、毛原小学校校区のスクールバ

ス１台、計６台のバス運行委託料、１,１１５万５,０００円にて遠距離通学に対応して

おります。 

  ２項、小学校費、７,８２７万４,５７８円、野上小学校給食調理室エアコン設置工事、

１２７万８,４００円、下神野小学校給食調理室エアコン設置工事、１５９万１,２５０



－１６－ 

円が支出され、児童の健康管理、学校施設の維持管理、設備備品の整備等、充実を図り

ました。 

  ３項、中学校費、４,３１９万６,０２２円、長谷毛原中学校屋内運動場屋根塗装工事、

１７６万６,７６５円が支出され、学校施設の維持管理、設備整備充実を図り、教育環

境の充実に努めました。 

  ４項、社会教育費、１億４,０６５万５,９１９円、公民館費、約１,６２７万円、人

権教育費、約９５３万円、美里天文台管理運営費、約５,０６７万円、セミナーハウス

未来塾管理運営費、約３５３万円、文化センター管理運営費、約１,６１３万円が主な

ものでございます。 

  ５項、保健体育費、４,３２６万７,６５６円、生涯スポーツ振興のため、施設の充実

と安全な運営に心がけ、各施設の維持管理に努めました。 

  １０款、災害復旧費、１,１１３万２,４４５円、翌年度繰越額が２,２００万円とな

っております。これは雨山水辺公園災害復旧事業でございます。 

  １項、公共土木施設災害復旧費、７６７万８,８５７円、平成２１年１１月１０日か

ら平成２１年１１月１１日に発生した集中豪雨により被害の受けた公共土木施設等につ

いて、原形に復旧し、施設の機能を回復するため、復旧工事を実施いたしました。 

  ２項、農林水産業施設災害復旧費、１７３万７,８８８円、これは平成２１年１０月

７日から平成２１年１０月８日に発生した集中豪雨により被害の受けた農業施設につい

て、機能を回復するため、復旧工事を実施いたしました。 

  ３項、その他公共施設・公用施設災害復旧費、１７１万５,７００円、これは雨山水

辺公園災害復旧測量設計のための委託料でございます。 

  １１款、公債費、１５億５,８２５万２,６９７円でございます。元金償還額、１３億

５,３１５万８,２２３円、利子償還額、２億５０２万８,１７４円、一時借入金利子、

６万６,３００円となっております。 

  １２款、諸支出金、２億８,５０４万８,７６２円、すべて基金の積み立てでございま

す。 

  歳出合計、７８億５,６４４万７,７７４円、翌年度繰越額、５億５,４０３万１,００

０円、歳入歳出差引残額、５億７,３９２万４,４６１円となりました。詳細につきまし

ては、事項別明細書をご参照いただきたいと思います。 

  次に１５８ページをお願いいたします。 



－１７－ 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、８４億３,０３７万２,２３５円、歳出総額、７８億５,６４４万７,７７４

円、歳入歳出差引額、５億７,３９２万４,４６１円、繰越明許費繰越額が５,４４５万

９,０００円となるため、実質収支額は５億１,９４６万５,４６１円となりました。 

  続きまして特別会計に移らせていただきます。 

  １６０ページをお願いいたします。 

  平成２１年度紀美野町国民健康保険事業会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税収入済額、２億６,２５５万４,９２１円、不納欠損額、１４１

万７,９００円、収入未済額、３,１８１万３,０８４円となっております。 

  ２款、使用料及び手数料は督促手数料、５万４,６２０円でございます。 

  ３款、国庫支出金、４億１,８２１万２,９２７円でございます。 

  １項、国庫負担金、２億８,６５１万４,８７１円、２項、国庫補助金、１億３,１６

９万８,０５６円となっております。 

  ４款、療養給付費等交付金、９,４５１万１,２６６円、前年度に比べ、１,３３８万

９,７３４円の減額でございます。 

  ５款、前期高齢者交付金、３億２１３万５,１７３円でございます。 

  ６款、県支出金、７,６９２万８,７４０円、１項、県負担金、１,２５５万３,７４０

円、２項、県補助金、６,４３７万５,０００円でございます。 

  ７款、共同事業交付金、１億９,７１２万４,９１０円でございます。 

  ８款、財産収入、基金の預金利息で２０万８,４１６円でございます。 

  ９款、諸収入、２０４万４,２１６円で、延滞金、６４万４,６１８円、第三者納付金、

９９万７,１２０円、雑入、１２万６,８４１円、高齢者医療制度円滑運営事業補助金、

２７万５,６３７円でございます。 

  １０款、繰入金、１億５,４５３万９,７５５円で、一般会計繰入金、約４,４１７万

円、保険基盤安定繰入金、約４,５７９万円、財政調整基金繰入金、６,４５６万６,０

００円となっております。 

  １１款、繰越金、４,１３７万３,５４５円でございます。 

  歳入合計、１５億４,９６８万８,４８９円、不納欠損額、１４１万７,９００円とな

りました。 

  続きまして歳出でございます。１６２ページをお願いいたします。 



－１８－ 

  １款、総務費支出済額、７８４万３,４２３円でございます。 

  １項、総務管理費、５８４万２,１６６円、２項、徴税費、１９１万７,２５７円、３

項、運営協議会費、８万４,０００円でございます。 

  ２款、保険給付費、１０億２,５５８万２,３３９円、１項、一般被保険者療養諸費、

８億４,６６１万８５６円、２項、退職被保険者療養諸費、６,６３４万１,６６１円、

３項、審査支払手数料、２８０万３,４８８円、４項、高額医療費、１億４６０万５,７

０４円、６項、出産育児諸費、４６８万６３０円、７項、葬祭費、５４万円となってい

ます。 

  ３款、後期高齢者支援金等、１億６,０５７万５,６６９円でございます。 

  ４款、前期高齢者納付金等、４５万６,５７９円。 

  ５款、老人保健拠出金、２５万１,６９６円。 

  ６款、介護納付金、６,３９６万６４９円。 

  ７款、共同事業拠出金、１億８,３８９万８,４６６円でございます。 

  ８款、保健事業費、１,３６８万１,８１９円、１項、特定健康審査等事業費、３３３

万７,６５２円、２項、保険給付費、１,０３４万４,１６７円。 

  ９款、諸支出金、３,６５２万６,０４８円、１項、償還金及び還付加算金、９３０万

６,０４８円、保険税の還付、１９万９,３００円、療養給付費確定による県への返還金、

９０９万４,０９６円、高額療養費特別支給金、１万２,６５２円となり、２項、繰出金、

６２２万円、厚生病院への４０万円、診療所へ５８２万円となっています。 

  ３項、基金費、２,１００万円でございます。 

  次の１６５ページをご覧ください。 

  歳出合計、１４億９,２７７万６,６８８円、歳入歳出差引残額、５,６９１万１,８０

１円となっています。 

  １８６ページをご覧ください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１５億４,９６８万８,４８９円、歳出総額、１４億９,２７７万６,６８８

円、歳入歳出差引額、５,６９１万１,８０１円となり、実質収支も同額となりました。 

  続きまして１８８ページをご覧ください。 

  平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でござ

います。 



－１９－ 

  １款、診療収入の収入済額、７,１８８万５,４５６円でございます。 

  ２款、使用料及び手数料、４３万６,４００円。 

  ３款、繰入金、２,７１７万１,０００円。一般会計より２,１３５万１,０００円、調

整交付金繰入額が、国吉診療所へ２８８万７,０００円と長谷毛原診療所へ２９３万３,

０００円の５８２万円でございます。 

  ４款、諸収入、１４万７,３１０円、保険外収入でございます。 

  ５款、繰越額、１,２１１万８,３２６円となっています。 

  歳入合計、１億１,１７５万８,４９２円となりました。 

  １９０ページの歳出をお願いいたします。 

  １款、総務費、支出済額、６,５５９万４５円でございます。 

  ２款、医業費、３,９４１万７,７０１円、このうち医薬材料費が約３,５００万円と

なっております。 

  歳出合計、１億５００万７,７４６円、歳入歳出差引残額、６７５万７４６円となっ

ています。 

  １９８ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１億１,１７５万８,４９２円、歳出総額、１億５００万７,７４６円、歳

入歳出差引額、６７５万７４６円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして２００ページをご覧ください。 

  平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額、３,９３６万３,５８０円でございます。 

  １項、使用料、３,９３０万５８０円、徴収率は現年度分が９８.６４％、滞納分は１

０.９９％となっており、収入未済額、１５８万１,９０４円となりました。 

  ２項、手数料、６万３,０００円、給水装置の設計審査や検査の手数料でございます。 

  ２款、分担金及び負担金、１１０万２,５００円、２１件分の給水加入負担金となっ

ております。 

  ３款、繰入金、一般会計よりの４８５万５,０００円でございます。 

  ４款、諸収入、６２９万８,７７２円、河北統合工事に伴う消費税の還付や部品の売

却代でございます。 

  ５款、繰越金、３,０９０万２６９円でございます。 



－２０－ 

  ７款、町債、７２０万円、簡易水道事業債と過疎対策事業債でございます。 

  ２０２ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額、４,０５６万８,９３５円、志賀野浄水場低区配水池の取り

壊しや施設用備品の購入等をいたしました。 

  ２款、公債費、４０５万７,３１９円、長期債の利子でございます。 

  歳出合計、４,４６２万６,２５４円、歳入歳出差引残高、４,５０９万３,８６７円と

なりました。 

  ２１２ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、８,９７２万１２１円、歳出総額、４,４６２万６,２５４円、歳入歳出差

引額が４,５０９万３,８６７円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして２１４ページをお願いいたします。 

  平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額、６,４０８万２,２５６円でございます。 

  １項、使用料、水道使用料、６,４０５万５,２５６円、徴収率は現年度分が９９.３

５％、滞納分が４１.６１％となっており、収入未済額は６２万７,０６３円となってい

ます。 

  ２項、手数料、２万７,０００円でございます。 

  ２款、分担金及び負担金、６６万１,５００円でございます。すべて給水加入負担金

でございます。 

  ３款、繰入金、５,６４０万円、一般会計からの繰入れでございます。 

  ４款、諸収入、７０２万６,６５０円、国道３７０号毛原バイパス工事に伴う水道管

移設工事補償金、６６１万８,２００円が主なものでございます。 

  ５款、繰越金、７５万４,３８１円でございます。 

  ７款、町債、２８０万円、歳入合計、１億３,１７２万４,７８７円でございます。 

  ２１６ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額、７,１９９万７,３２４円、国道３７０号道路改良工事に伴

う水道管移設工事や福田排水管布設替え工事等で１,０２５万３,２５０円となっていま
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す。 

  ２款、公債費、５,８８３万９,５１７円でございます。元金償還が約３,６００万円、

利子償還が約２,３００万円となっております。 

  歳出合計、１億３,０８３万６,８４１円でございます。歳入歳出差引残額、８８万７,

９４６円となりました。 

  ２２６ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１億３,１７２万４,７８７円、歳出総額、１億３,０８３万６,８４１円、

歳入歳出差引額、８８万７,９４６円、実質収支も同額となりました。 

  続きまして２２８ページをお願いいたします。 

  平成２１年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、支払基金交付金の収入済額、７４万６,９６１円でございます。 

  ２款、国庫支出金、４８０万７,０９０円、過年度分でございます。 

  ４款、繰入金、一般会計よりの３万６,０００円でございます。 

  ５款、諸収入、５万８,３１１円でございます。 

  歳入合計、５６４万８,３６２円。 

  次の２３０ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額、総務管理費、４０３円でございます。 

  ２款、医療諸費、５０万４３９円。 

  ３款、諸支出金、１９万６,５７４円、過年度返還金でございます。 

  ５款、繰上充用金、５１３万４,８５５円。 

  歳出合計、５８３万２,２７１円でございます。 

  歳入歳出差引不足額、１８万３,９０９円となりましたので、平成２２年度で繰上充

用いたしました。 

  ２４０ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、５６４万８,３６２円、歳出総額、５８３万２,２７１円、歳入歳出差引額、

マイナス１８万３,９０９円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして２４２ページをご覧ください。 
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  平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、分担金及び負担金はございません。 

  ２款、使用料及び手数料、８４６万９,７００円でございます。収入未済額、１８万

６,０００円でございました。施設使用料の徴収率は現年度で９８.８９％、滞納分で４

２.８４％となっています。 

  ３款、繰入金、一般会計よりの１,６７１万５,０００円でございます。 

  ４款、繰越金、前年度繰越金、２２万３１６円でございました。 

  歳入合計、２,５４０万５,０１６円でございます。 

  次の２４４ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額、１,０９５万７,７６８円。 

  ２款、公債費、１,４１４万３,１４６円、元金償還分、７６９万８,２９２円、利子

償還分、６４４万４,８５４円でございます。 

  歳出合計、２,５１０万９１４円、歳入歳出差引残額、３０万４,１０２円となりまし

た。 

  ２５２ページをご覧ください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、２,５４０万５,０１６円、歳出総額、２,５１０万９１４円、歳入歳出差

引額、３０万４,１０２円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして２５４ページでございます。 

  平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書、歳入でございます。 

  １款、介護保険料の収入済額、２億１,０７７万５,９００円、収入未済額、２１４万

６,２００円でございます。徴収率は現年度で特別徴収が１００.０３％、普通徴収が９

１.５９％で、滞納分で４１.１０％となっております。 

  ２款、使用料及び手数料は、督促手数料、８,２５０円です。 

  ３款、国庫支出金、４億１９１万２,６４５円、１項、国庫負担金、２億５,０７３万

５,４９５円。 

  ２款、国庫補助金、１億５,１１７万７,１５０円。 

  ４款、支払基金交付金、４億２,８７８万５,０００円でございます。 

  ５款、県支出金、２億１,５８０万３,５７５円。１項、県負担金、２億１,０９１万
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５,０００円、２項、県補助金、４８８万８,５７５円。 

  ６款、繰入金は、一般会計繰入金、１億８,９５７万２,４８７円。 

  ７款、繰越金は、前年度繰越金、１,５６６万５,８７４円。 

  ８款、諸収入は、雑入、６３３万２,８８０円、介護予防計画作成報酬が主なもので

ございます。 

  ９款、町債は、財政安定化基金貸付金、２,５３０万円でございます。 

  １０款、財産収入、１万３,８３１円、基金の利息でございます。 

  歳入合計、１４億９,９５９万４,７０３円、収入未済額、２１４万６,２００円とな

りました。 

  次の２５６ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額、１,７６４万５,５３９円でございます。１項、総務管理費、

８１２万４,３１４円、２項、徴収費、１１６万７４０円、３項、介護認定審査会費、

８３３万６,４８５円、そのうち委員報酬、３４７万４,０００円、主治医意見書作成手

数料、３６３万９,４００円が主な支出でございます。４項、地域密着型サービス運営

委員会費、２万４,０００円。 

  ２款、保険給付費、１３億９,６３９万８,７６７円でございます。１項、介護サービ

ス等諸費、１２億１,９７０万６,５７９円、２項、介護予防サービス等諸費、５,０２

４万９,９５０円、３項、その他諸費、１７６万６,１３０円、４項、高額介護サービス

等諸費、３,４３２万７８５円、５項、高額医療合算介護サービス等諸費、３９万３,６

８３円、６項、特定入所者介護サービス等諸費、８,９９６万１,６４０円でございます。 

  ３款、地域支援事業費、２,３８４万１０１円、１項、介護予防事業費、７３８万２,

８２１円、２項、包括的支援事業・任意事業費、１,６４５万７,２８０円。 

  ５款、諸支出金、１,２５７万８,８８９円、１項、諸支出金、１,２５６万５,０５８

円、過年度返還金が主なものでございます。３項、基金費、１万３,８３１円、介護従

事者処遇改善臨時特例基金の積み立てでございます。 

  ６款、公債費は、財政安定化基金償還金、１,９５６万７,０００円となっております。 

  歳出合計、１４億７,００３万２９６円。次の２５８ページをお願いいたします。歳

入歳出差引残額、２,９５６万４,４０７円でございます。 

  ２８０ページをお願いいたします。 
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  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１４億９,９５９万４,７０３円、歳出総額、１４億７,００３万２９６円、

歳入歳出差引額、２,９５６万４,４０７円、実質収支額も同額となりました。 

  続きまして２８２ページをお願いいたします。 

  平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算書の歳入で

ございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額、３,９５７万９,５０９円でございます。ふれあ

い公園施設使用料、約３,６９２万円、ふれあい館使用料、約２６６万円でございまし

た。 

  ２款、財産収入、９万６,００６円、基金の利息でございます。 

  ３款、繰入金、２項、他会計繰入金、３,７５３万３,５６０円、一般会計からの繰入

れでございます。 

  ４款、繰越金、６５４万２８８円、前年度繰越金でございます。 

  ５款、諸収入、１項、受託事業収入、県営施設受託事業収入、９８８万５,５４０円、

２項、雑入、ごみ袋代等、１２万３,７４５円でございます。 

  歳入合計、９,３７５万８,６４８円でございます。 

  次の２８４ページの歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額、８,５６６万６,３８６円、翌年度繰越額、１,１１３万８,

０００円でございます。主な支出は遊具等大規模改修、約３,６１０万円でございます。 

  ３款、諸支出金、財政調整積立金の積立、４１３万９,００６円を基金といたしまし

た。 

  歳出合計、８,９８０万５,３９２円、翌年度繰越額、１,１１３万８,０００円、歳入

歳出差引残額、３９５万３,２５６円でございます。 

  ２９４ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入合計、９,３７５万８,６４８円、歳出総額、８,９８０万５,３９２円、歳入歳出

差引額、３９５万３,２５６円、実質収支も同額でございます。 

  続きまして２９６ページの後期高齢者医療特別会計をお願いいたします。 

  平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、保険料の収入済額、８,７８６万２,７５０円、１項、後期高齢者医療徴収率は
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特別徴収で１００.０８％、普通徴収で９８.３１％となっています。 

  ２款、使用料及び手数料、１万９,８００円、これは督促手数料でございます。 

  ３款、繰入金、２億３,４９２万７,６６８円、一般会計からの繰入れでございます。 

  ４款、諸収入、１,２５２万４,８１７円、これは平成２０年度の給付費負担金の精算

金が主なものでございます。 

  ５款、繰越金、１８８万２,７０８円、前年度の繰越でございます。 

  歳入合計、３億３,７２１万７,７４３円でございます。 

  次の２９８ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額、１,８２７万６,３７６円、１項、総務管理費、１,７０７

万７,１７１円、職員２名の人件費と後期高齢者のシステム保守、郵送料等が主な支出

でございます。２項、徴収費、１１９万９,２０５円でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、３億１,７３１万９,４０４円となります。 

  ４款、諸支出金、９,１００円、保険料の払戻金でございます。 

  歳出合計、３億３,５６０万４,８８０円、歳入歳出差引残額、１６１万２,８６３円

となっております。 

  ３０８ページをご覧ください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、３億３,７２１万７,７４３円、歳出総額、３億３,５６０万４,８８０円、

歳入歳出差引額、１６１万２,８６３円、実質収支も同額でございます。 

  続きまして財産に関する調書でございます。３１０ページをご覧ください。 

  財産に関する調書は、町の平成２２年３月３１日での財産の状況を記載しております。 

  １、公有財産、（１－１）土地及び建物は道路、橋梁、河川等を除く土地建物の状況

を記載しております。決算年度中、増減のある土地で、公共用財産の公営住宅が１,２

６３平米減少しておりますが、これは下佐々第２団地の解体に伴い、行政財産から普通

財産の宅地に変更したためでございます。 

  その他の施設で３０平米増加していますが、これは中田簡水の用地で、地権者からの

寄附によるものでございます。 

  山林では２９０平米が増加しておりますが、２９１平米は中田簡水の用地で寄附によ

り増加し、１平米の減少は旧野上町長谷の山林１.２平方メートルを関西電力に売却に
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よる減少でございます。 

  宅地、１,２６３平米の増加は、公営住宅からの地目の変更によるものでございます。 

  雑種地、１５２平米の減少は、旧野上町長谷１２５６番地の雑種地、１５２平米を関

西電力へ売却することによるものでございます。 

  次に建物では、木造の公営住宅で２４７平米が減少になっておりますが、これは福井

第１団地の解体によるものでございます。 

  非木造の公営住宅で、６２８平米が減少となっていますが、これは下佐々第２団地、

１３戸の解体によるものでございます。 

  その他の施設では８６平米が旧真国診療所の解体、１,２３５平米が野上第１保育所

の解体、１,２７９平米が野上第１保育所の新築、マイナス３９平米の減少は、志賀野

簡水の取り壊しでございます。 

  ３１６ページをご覧ください。 

  （２）山林、２９０平米の増加は、中田簡水への地権者からの寄附によるものでござ

います。 

  （３）有価証券、（４）出資による権利の増減はございません。 

  次のページの２、物品でございますが、自動車等の増減を記載しておりますが、説明

は省略させていただきます。 

  ３１９ページをお願いいたします。 

  ３の基金でございます。単位は１,０００円となっております。 

  一般会計財政調整基金、１億５,０８６万２,０００円を積み立てましたので、現在高

は７億３２７万４,０００円でございます。 

  減債基金、１９万９,０００円を積み立て、８,２５５万７,０００円を取り崩しまし

たので、現在高は１,３４５万５,０００円でございます。 

  上芝貞雄文化教育振興基金は１２万１,０００円を積み立て、現在高は３,６６６万８,

０００円でございます。 

  ふるさと創生基金は６,０００円を積み立て、２５９万９,０００円でございます。 

  河川浄化推進事業基金は１６万５,０００円を積み立て、６０２万４,０００円を取り

崩しましたので、現在高は４,４２７万２,０００円でございます。 

  土地開発基金は不動産に増減ございません。現金で１２万５,０００円を積み立てま

して、現在高は３,９０８万５,０００円となっています。 
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  水産業振興基金は７,０００円を積み立て、２００万円を取り崩し、現在高は８０万

２,０００円となっています。 

  地域振興基金は３５万２,０００円を積み立て、全額を取り崩しましたので、現在高

はございません。 

  地上デジタル放送中継施設基金は３,７４１万１,０００円を積み立て、５４万５,０

００円を取り崩し、現在高は９,３９５万６,０００円でございます。 

  ふるさとまちづくり応援基金は９万５,０００円を積み立て、現在高は１０万５,００

０円となりました。 

  合併振興基金は１億３,０３３万円を積み立て、現在高は２億３,０３３万円となって

います。 

  国民健康保険財政調整基金は２,１００万円を積み立て、６,４５６万６,０００円を

取り崩したため、現在高は２,１７４万６,０００円となっています。 

  国民健康保険出産費資金貸付基金は増減ありません。現在高は９６万円です。 

  ふれあい公園運営事業財政調整積立金は４１３万９,０００円を積み立て、現在高は

３,３２３万２,０００円でございます。 

  介護従事者処遇改善臨時特例基金でございます。前年度末現在高は０、決算年度中増

減高は８２１万８,０００円の増加で５４２万４,０００円の減少となり、決算年度末現

在高は２７９万４,０００円でございます。基金の現金合計残高は１２億５,５８８万５,

０００円となります。 

  これで説明を終わらせていただきます。 

（会計管理者 岡本卓也君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時３０分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 

○議長（美野勝男君）    説明が終わりましたので、監査結果について報告願います。 

  代表監査委員、向江君。 
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（代表監査委員 向江信夫君 登壇） 

○代表監査委員（向江信夫君）    ただいま会計管理者から平成２１年度の決算につ

いて報告がございましたので、私から監査報告をさせていただきます。 

  議会議案書の１２ページから１４ページをご覧ください。 

  平成２２年８月１６日から１８日にかけて、当役場において、美濃監査委員と私の２

人で監査を行いました。意見書は次のとおりです。 

  平成２１年度紀美野町歳入歳出決算審査意見書 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、平成２１年度紀美野町一般会計及び特別

会計歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は下記のとおりで

ある。 

  審査対象は、次に申し上げる会計及び関係帳簿等です。 

  平成２１年度紀美野町一般会計、平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計、

平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計、平成２１年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計、平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計、平成２１年度

紀美野町老人保健事業特別会計、平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計、平

成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計、平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園

運営事業特別会計、平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計、以上の会計及び関

係帳簿です。 

  個々に監査報告を申し上げるのが本当でございますが、一括して監査の総括意見で、

ご勘弁をお願い申し上げます。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、関係帳簿により出納証書類を余すところなく照

査の上、その内容について慎重に審査した結果、本決算は正当であることを認めた。 

  収入面におきましては、景気後退等に伴う個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な

悪化等により地方税収入が引き続き落ち込んでいる状況である。地方税収入が減少して

いる中で、今まで以上に町税の徴収が重要になってきている。当町においては昨年度に

比べ徴収率が向上しており、徴収に尽力されていることが伺える。貴重な自主財源確保

のため、なお一層の適正な徴収に努められたい。 

  地方交付税については、生活防衛のための緊急対策として、地域雇用創出推進費が新

たに追加され、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税の総額も、前年度に比べ大

きく増加している。 
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  また、地方債については、野上第一保育所の建設等により大幅に増加している。 

  町有財産の貸付については、適切な貸付料を設定するよう努めていただきたい。 

  支出面においては、事務、事業等の委託、工事または製造の請負については、ほとん

ど町内業者に対して行われている。今後も町内業者育成のため、町活性化のため、積極

的に町内業者を活用していただきたい。また、随意契約により締結するものについては、

地方自治法施行令第１６７条の２に規定する要件を必ず具備していることを確認し、適

正な契約相手及び適正な価格に努めていただきたい。 

  公共的な団体への事業委託については、事業着手前に全体計画や総事業費、年次計画

等を定めるなど、十分な事業見通しを立て、計画的、効率的に事業実施に努めていただ

きたい。また、受託団体の事業執行に対して適切な指導、助言等を行い、適正な事業執

行に努めていただきたい。 

  借地については、継続的な借地料の支払いが町財政の硬直化につながりかねないもの

であるため、地権者と十分話し合いを行い、借地行政の解消に努めていただきたい。職

員数については、年々減少する中、適正な人員配置により住民サービスを低下させるこ

となく、業務の効率的な運営と合理化に努めていただきたい。 

  また、平成１９年度より毎年高率地方債の繰上償還を実施し、地方債残高が減少して

いるが、依然として高い状況であるため、町財政の健全化のため、引き続き高率の地方

債の繰上償還を行い、実質公債費比率、将来負担比率の低減に努めていただきたい。 

  美里温泉かじか荘基金及び水産業振興基金については、基金残高が少なくなってきて

おり、今後の財団法人紀美野町ふるさと公社、貴志川漁業協同組合の運営に的確な助言

等を行っていただきたい。 

   平成２２年８月２４日 

                         紀美野町代表監査委員 向江信夫 

                           紀美野町監査委員 美濃良和 

  続きまして２７ページから３０ページをご覧いただきたいと思います。 

  平成２１年度財政健全化審査意見書及び公営企業会計経営健全化審査意見書について、

報告いたします。 

  町長から提出された健全化判断比率、資本不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査した。健全化判断比率、

資本不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成さ
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れているものと認められる。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率、資本不足比率はい

ずれも早期健全化基準、経営健全化基準を下回っている状況であり、指摘すべき事項は

特にない。 

 平成２２年８月２４日 

                         紀美野町代表監査委員 向江信夫 

                           紀美野町監査委員 美濃良和 

  以上をもって、監査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 向江信夫君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第７６号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

○議長（美野勝男君）    日程第１４、議案第７６号、平成２１年度紀美野町上水道

事業会計決算の認定について、説明を願います。 

  水道課長、岩本君。 

（水道課長 岩本介伸君 登壇） 

○水道課長（岩本介伸君）    議案書の１１ページを、お開きをお願いします。 

  議案第７６号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、表記決

算を別冊により別紙監査委員の意見書（写）をつけて議会の認定に付する。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  別冊の上水道の決算書をお願いいたします。 

  １ページを、お開きをお願いいたします。 

  決算報告書、平成２１年度紀美野町上水道事業決算報告書。 

  （１）収益的収入及び支出でございます。 

  収入でございますが、第８款、水道事業収益で決算額、１億１,９９２万９,９９７円、

予算額に対し、決算額の増減は１６万３円の減でございます。第１項、営業収益、決算

額、１億１,７６８万７,３４８円、予算額に対し、２６万２,６５２円の減でございま

す。第２項、営業外収益で決算額が、２２４万２,６４９円、予算額に対し１０万２,６

４９円の増でございます。 

  次に支出でございます。 

  第９款、事業費用の決算額が、１億９４９万１,１５４円で、不用額が、１,０５９万
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８,８４６円でございます。第１項、営業費用、決算額が、１億１９万９,２０８円でご

ざいます。不用額が、７９７万７,７９２円でございます。第２項、営業外費用で、決

算額が、９２９万１,９４６円でございます。不用額が、２１８万７,０５４円でござい

ます。第４項、予備費では、決算額は、０で、不用額が４３万４,００円でございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  まず収入ですが、第１０款の資本的収入の決算額が、３,３４６万７,０００円で、予

算額に対し、３,２０３万３,０００円の減でございます。第１項、企業債の決算額が、

１,４００万円、予算額に対して２,９００万円の減でございます。第２項、他会計負担

金は決算額が、６４６万８,０００円、予算額に対して３０３万２,０００円の減でござ

います。 

  第３項、補助金の決算額、１,２９９万円、予算額に対して１,０００円の減でござい

ます。 

  次に支出でございます。 

  第１１款、資本的支出では決算額が、４,８２５万５,３５８円で、不用額が、２,８

８６万８,６４２円でございます。第１項、建設改良費では決算額が、３,９１３万１,

４００円で、不用額が、２,８８６万８,６００円でございます。第２項、企業債償還金

が、９１２万３,９５８円で、不用額が、４２円でございます。 

  資本的収入が資本的支出に対して不足する額、１,４７８万８,３５８円は、消費税及

び地方消費税資本的支出調整額、１５５万５,３９９円、過年度分損益勘定留保資金、

１,３２３万２,９５９円で補てんいたしました。 

  ３ページをお願いいたします。 

  ２、損益計算書、平成２１年度紀美野町上水道事業損益計算書でございます。 

  １、営業収益ですが、（１）営業収益、１億１,１２２万６４８円、（２）受託工事

収益はございません。（３）その他営業収益、８６万７,３３０円、営業収益の合計と

しまして、１億１,２０８万７,９７８円でございます。 

  ２、営業費用、（１）原水及び上水費、１,２０７万４,２５０円、（２）配水及び給

水費、２,７１５万４,０１８円、（３）受託工事費、０でございます。（４）業務及び

総係費、３,３２７万４,５０６円、（５）原価償却費、２,５３１万９,２９１円、

（６）資産減耗費、１０３万６３０円でございます。（７）その他の営業費用はござい
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ません。 

  営業費用の合計といたしまして、１,３２３万５,２８３円となりまして、営業収益の

１億１,２０８万７,９７８円から営業費用９,８８５万２,６９５円を引きまして、営業

利益が１,３２３万５,２８３円でございます。 

  ４ページをお開き願います。 

  ３、営業外収益、（１）受取利息及び配当金、４１万７,７４９円、（２）雑収益、

１７３万８,００８円、計２１５万５,７５７円でございます。 

  ４、営業外費用、（１）支払利息、６５１万８,６４６円、これは企業債の利息でご

ざいます。（２）雑支出、１万６,７５９円、これは消費税及び地方消費税の補てん分

でございます。営業外費用としましては６５３万５,４０５円となり、４３７万９,６４

８円のマイナスでございます。経常利益としましては８８５万５,６３５円でございま

す。 

  ５、特別利益及び６、特別損失はございません。 

  当年度純利益は８８５万５,６３５円、前年度繰越利益剰余金が１億８６６万９,５５

８円で、当年度未処分利益剰余金が１億１,７５２万５,１９３円でございます。 

  続きまして５ページをお願いいたします。 

  ３、剰余金計算書、平成２１年度紀美野町上水道事業剰余金計算書でございます。 

  まず利益剰余金の部でありますが、１、減債積立金として、前年度末残高が５０万円

でございます。２、前年度繰入金が５０万円、３、当年度処分額は０でございます。４、

当年度末残高としましては１００万円でございます。 

  Ⅱ、建設改良積立金はございません。 

  積立金合計としましては１００万円でございます。 

  続きまして６ページをお開き願います。 

  Ⅲ、未処分利益剰余金では、（１）前年度未処分利益剰余金、１億９１６万９,５５

８円、（２）前年度利益剰余金処分額、１、減債積立金、５０万円、２、建設改良積立

金はございません。繰越金利益剰余金年度末残高、１億８６６万９,５５８円、（３）

当年度純利益、８８５万５,６３５円でございます。当年度未処分利益剰余金、１億１,

７５２万５,１９３円でございます。 

  続きまして資本剰余金の部でありますが、Ⅰ、補助金、１、前年度末残高、３２万８,

０００円、２、当年度末残高、３２万８,０００円でございます。 



－３３－ 

  Ⅱ、工事負担金、１、前年度末残高、１億１,８６９万６６５円、２、当年度発生高、

６１６万円、３、当年度末残高、１億２,４８５万６６５円、翌年度繰越資本剰余金、

１億２,５１７万８,６６５円でございます。 

  続きまして７ページ、４、剰余金処分計算書でございます。平成２１年度紀美野町上

水道事業剰余金処分計算書（案）といたしまして、１、当年度未処分利益剰余金、１億

１,７５２万５,１９３円、２、利益剰余金処分額、（１）減債積立金、５０万円、

（２）建設改良積立金はございません。３、翌年度繰越利益剰余金としましては１億１,

７０２万５,１９３円となります。 

  次の５、貸借対照表、平成２１年度紀美野町上水道事業貸借対照表の資産の部でござ

います。 

  １、固定資産でございます。 

  （１）有形固定資産として、イ、土地、１,２６６万７０９円、ロ、建物、２,２０４

万３,２２８円でありまして、減価償却累計額を引きまして、８４２万３,４３５円とな

ります。 

  続きまして８ページをお願いします。ハ、構築物については９億２,７５４万５,７４

０円でありまして、減価償却累計額を差し引きますと、５億７,２８６万２,７５０円と

なります。ニ、機械及び装備については１億２,４７５万２,１３７円でありまして、原

価償却累計額を差し引きますと、２,５０３万４,６４４円となります。ホ、車両及び運

搬具については７６５万７,６０６円でありまして、減価償却累計額を差し引きますと

１４６万８,４５５円となります。ヘ、工具器具及び備品については５８４万２,８４０

円でありまして、減価償却累計額を差し引きますと１０３万５２０円となります。 

  有形固定資産合計及び固定資産合計額は、同額の６億２,１４８万５１３円でござい

ます。 

  次に２、流動資産でございます。 

  （１）現金預金は、平成２１年度３月末で１億８,４２５万３,６７６円でございます。

現金預金の内容としましては、定期が９,２００万円と普通預金が９,２２５万３,６７

６円でございます。（２）未収金、５３５万２,８４５円でございます。（３）貯蔵品、

３０万５,４３４円、（４）その他流動資産、０でございます。 

  流動資産合計が１億８,９９１万１,９５５円で、資産合計といたしまして、８億１,

１３９万２,４６８円でございます。 
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  続きまして９ページの負債の部をお願いいたします。 

  ３、固定負債、（１）引当金、イ、修繕引当金が７７０万２,０００円でございます。

固定負債合計が、同じく７７０万２,０００円でございます。 

  ４、流動負債、（１）未払金、３,４０５万３,０７０円でございます。（２）その他

流動負債が１５万９,３８３円でございます。流動負債合計、３,４２１万２,４５３円

で、負債合計額が４,１９１万４,４５３円でございます。 

  続きまして資本の部でありますが、５、資本金、（１）自己資本金、イ、固有資本金、

２９９万９,６６０円、ロ、繰入資本金４,８３９万９,０００円、ハ、繰入資本金、１

億６,３６８万１,９９８円ありまして、自己資本金合計といたしまして、２億１,５０

８万６５８円でございます。 

  続きまして１０ページをお開き願います。（２）借入金資本金、イ、企業債、３億１,

０６９万３,４９９円、借入資本金の合計が３億１,０６９万３,４９９円でございます。 

  資本金合計が５億２,５７７万４,１５７円でございます。 

  ６、剰余金、（１）資本剰余金、イ、国庫補助金が３２万８,０００円、ロ、負担金

が１億２,４８５万６６５円、資本金剰余金の合計といたしまして、１億２,５１７万８,

６６５円でございます。 

  （２）利益剰余金、イ、減債積立金、１００万円でございます。ロ、建設改良積立金

がございません。ハ、当年度未処分利益剰余金、１億１,７５２万５,１９３円でありま

して、利益剰余金合計が１億１,８５２万５,１９３円でございます。 

  利益剰余金合計が２億４,３７０万３,８５８円、資本合計が７億６,９４７万８,０１

５円でございます。負債資本合計といたしまして、８億１,１３９万２,４６８円でござ

います。 

  続きまして１１ページ、６、事業報告書でございます。 

  平成２１年度紀美野町上水道事業報告書、１、概況として（１）総括事業、営業で給

水人口が、平成２１年度、５,６２６人で、前年度に比較いたしまして１２３人の減で

ございます。 

  次の配水量の総量では６８万１,９５３立方メートル、前年度と比較いたしまして、

５,８９２立方メートルの減となっています。１日最大が２,０２４立方メートル、前年

度より４７立方メートルの減でございます。１日平均が１,８６８立方メートルで、前

年度より１７立方メートルの減でございます。 
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  有収水量が６７万３,００８立方メートルで、前年度より７,２７１立方メートルの減

でございます。有収率が平成２１年度は９８.７％で、前年より０.２％の減でございま

す。 

  水道事業関係議会議決事項といたしましては、議案第４４号は、平成２１年度紀美野

町上水道事業会計予算として、平成２１年３月６日に提出いたしまして、３月１１日に

議決をいただきました。議案第７４号は、平成２１年度の第１号補正予算として、平成

２１年６月９日に提出し、６月１９日に議決を賜りました。議案第１０３号は、平成２

１年度補正予算（第２号）として、平成２１年９月８日に提出し、９月１８日に議決を

賜りました。議案第１２６号は、平成２１年度の補正予算（第３号）として、平成２１

年１１月３０日に提出し、１２月１１日に議決を賜りました。議案第３０号は、平成２

１年度の補正予算（第４号）として、平成２２年３月５日に提出し、３月１２日に議決

を賜りました。 

  続きまして１２ページをお願いいたします。 

  職員に関する事項でございます。平成２２年３月１日現在では、事務吏員が２名、技

術吏員が３名、計５名でございます。これは前年度と変わりはございません。 

  次に２、工事でございます。（１）建設改良工事の概況で、５件の工事を施工いたし

ました。 

  １つは工事名が平中通り線水道管布設替工事で、施工内容は送配水管口径２００ミリ

と７５ミリを、合わせて延長２１８.７メートルを施工いたしました。 

  ２つ目は工事名が町道森の坪線配水管布設替工事で、施工内容は延長１１７メートル

の配水管布設替工事をいたしました。 

  ３つ目は工事名が県道奥佐々阪井線配水管新設工事で、施工内容は配水管口径１００

ミリで、延長５５５.５メートルを施工いたしました。 

  ４つ目は下佐々取水ポンプ工事で、施工内容は浄水場水中ポンプ交換設置工事を施工

いたしました。 

  ５つ目は下佐々配水流量計設置工事で、施工内容は配水流量計の設置工事でございま

す。 

  （２）保存工事の概況はございません。 

  次に１３ページでございます。 

  ３、業務に関しましては、先ほど説明を申し上げました総括事業と同じ内容でござい
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ますので、省略させていただきます。 

  続きまして１５ページをお開き願います。 

  ４、会計（１）重要契約の要旨でございます。契約年月日が平成２１年７月２１日、

契約金額が６４６万８,０００円、これは先ほど説明させていただきました平中通り線

水道管布設工事でございます。契約の相手方は宇恵組でございます。 

  次に、契約年月日が平成２１年１０月２０日、契約金額が１９４万８,８００円、こ

れは町道森の坪線配水管布設替工事でございます。契約の相手は折口組でございます。 

  次に、契約年月日が平成２１年１０月２０日、契約金額が１,７７１万５,６００円、

これは県道奥佐々阪井線配水管新設工事でございます。契約の相手方は、山中総合設備

株式会社でございます。 

  次に平成２２年１月２１日、契約金額が９１９万８,０００円、これは下佐々取水ポ

ンプ改修工事で、経済危機対策臨時交付金充当事業でございます。契約の相手先は大西

電設株式会社でございます。 

  次に契約金額が３８０万１,０００円、これは下佐々配水流量計設置工事で、経済危

機対策臨時交付金充当事業でございます。契約の相手方は三愛物産株式会社でございま

す。 

  （２）企業債及び一時借入金の概況でありますが、イ、企業債につきましては、前年

度末現在高が３億５８１万７,４５７円で、本年度の借入額が１,４００万円であります。

本年度償還額が９１２万３,９５８円で、本年度末残高が３億１,０６９万３,４９９円

となっております。 

  なお、１６ページから２１ページまでは、財務諸表附属書類及び固定資産明細書、企

業債明細書となっておりますので、後ほどご精読お願いいたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（水道課長 岩本介伸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    説明が終わりましたので、監査結果について報告願います。 

  代表監査委員、向江君。 

（代表監査委員 向江信夫君 登壇） 

○代表監査委員（向江信夫君）    ただいま水道課長から、平成２１年度の決算につ

いて報告がございましたので、私から監査報告をさせていただきます。 

  議案書の２６ページをお開きください。 
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  平成２１年度紀美野町上水道事業会計決算審査に対する意見書 

  平成２１年度紀美野町上水道事業会計決算について、地方公営企業法第３０条第３項

の規定により、町長より決算審査の請求を受け、慎重審査したところ、執行上に遺漏な

く、勘定課目と収入、支出票及び証拠書類と符合一致したので、本会計決算は正当であ

ることを認める。 

  平成２２年８月２４日 

                         紀美野町代表監査委員 向江信夫 

                           紀美野町監査委員 美濃良和 

  続きまして３１ページをご覧ください。 

  平成２１年度上水道事業会計経営健全化審査意見書について、報告いたします。 

  町長から提出された資本不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適

正に作成されているかどうかを主眼として審査した。資本不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。資本

不足比率は経営健全化基準を下回っている状況であり、指摘すべき事項は特にない。 

  平成２２年８月２４日 

                         紀美野町代表監査委員 向江信夫 

                           紀美野町監査委員 美濃良和 

 以上をもって、監査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 向江信夫君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第７７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１６ 議案第７９号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第１５、議案第７７号、紀美野町税条例の一部を改正

する条例について及び日程第１６、議案第７９号、紀美野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  税務課長、温井君。 

（税務課長 温井 勝君 登壇） 

○税務課長（温井 勝君）    それでは３２ページをお開きください。 

  議案第７７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 
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  紀美野町税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由として、個人の住民税に係る前納報奨金を廃止するため、紀美野町税条例の

改正を行うものであります。 

  次を開いてください。 

  紀美野町税条例の一部を改正する条例 

  紀美野町税条例の一部を次のように改正する。 

  第４２条第２項を削る。 

  附 則 

  この条例は平成２３年４月１日から施行する。 

  理由としまして、従来から個人の町民税には特別徴収と普通徴収がございまして、特

別徴収については、前納報奨金は支払われておりませんでした。また、今年４月、平成

２２年の地方税法の改正により、年金者の特別徴収者についても、年金から特別徴収す

るということになりましたので、前納報奨金が支払われないようになりました。残る普

通徴収のみが前納報奨金を活用するというのは、税法上公平でございませんので、今回

廃止するものです。 

  それに伴い個人の住民税については、従来、源泉徴収されている方については、住民

税の特別徴収を原則としてしなければならないとなっておりますので、それも踏まえて、

それから県及び県内の市町村では、平成２３年度から、個人の住民税については、特別

徴収の義務を履行するよう、徹底するように文書等で勧めておりますので、それもあわ

せて開始の要因となると思います。 

  次に３６ページをお開きください。 

  議案第７９号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、紀美野町国民健康保険税

条例の改正を行うものであります。 

  次をお開きください。 
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  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条に次の１項を加える。 

  ９ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険

の被保険者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被

保険者等をいう。以下この項、第２３条の２及び第２４条の２において同じ）となった

場合には、当該特例対象被保険者等となった日を第１項の賦課期日とみなして算定した

当該納税義務者に係る第２条第１項の額を当該特例対象被保険者等となったものが当該

世帯に属する特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る

同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から月割

をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。 

  第２３条の２中「（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２４条の２において同じ。）」を削る。 

  附 則 

  この条例は公布の日から施行し、改正後の紀美野町国民健康保険税条例の規定は、平

成２２年４月１日から適用する。 

  この理由につきましては、平成２２年度の地方税法の改正により、特別の理由によっ

て会社を解雇された方の所得について、国民健康保険税の現年の所得の１００分の３０

で計算するという条例が可決し、当町も議会におきまして議決をいただきました。 

  しかし、この条例では、地方税法の中では月割課税というのが存在していなかったと

いうことで、今回の改正によって月割課税をしますという条例改正です。 

  これは一般に社会保険に加入されて、解雇になって国民健康保険に加入されますと、

加入した時が賦課期日になります。しかし従来から会社勤めをされて、国民健康保険に

加入されている方は、４月１日が賦課期日になりますので、途中で会社を解雇された場

合は、４月１日が賦課期日になるという不合理ができますので、今回の改正では、解雇

になった日を賦課期日とみなして計算しますよという改正でございます。 

（税務課長 温井 勝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時２８分） 



－４０－ 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２９分） 

◎日程第１７ 議案第７８号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１８ 議案第８０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

              例について 

◎日程第１９ 議案第８１号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１７、議案第７８号、紀美野町消防手数料条例の一

部を改正する条例について、日程第１８、議案第８０号、紀美野町消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例について及び日程第１９、議案第８１号、紀美野町火災

予防条例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは議案書の３４ページをお開きください。 

  議案第７８号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町消防手数料条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の

一部改正に伴い、紀美野町消防手数料条例の改正を行うものである。 

  危険物の特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可等に係る審査業務の効率化が図られまし

たこと等により実費に変動が生じていることが判明し、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令の一部が改正され、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額が引き下げら

れたことから、紀美野町消防手数料条例の一部を改正するものであります。 

  なお、詳細につきましては、条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表の２ページ

から１４ページ、この間でご確認賜りますようよろしくお願いします。 

  次に３８ページをお開きください。 

  議案第８０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 
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  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由、児童扶養手当法の一部を改正する法律（平成２２年法律第４０号）が公布

され、児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令

の一部を改正する政令（平成２２年政令第１４４号）が交付されたことに伴い、紀美野

町消防団員等公務災害補償条例の改正を行うものであります。 

  次ページをお開きください。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

  附則第５条第７項第１号中「若しくは第４号」を「、第５号若しくは第１０号」に改

め、同項第２号中「第４条第２項第３号」の次に「、第８号、第９号又は第１３号」を

加える。 

  附 則 

  この条例は公布の日から施行する。 

  これに関しましては、父子家庭の父を新たに支給対象とするための児童扶養手当法の

一部を改正する法律により、他の給付との調整を図るため、同法第４条第２項が改正さ

れることに伴いまして、同条同項を引用している非常勤消防団員に係る損害補償の基準

を定める政令の消防団員等に係る年金たる損害補償と児童扶養手当等との調整を図るた

めの規定が改正されたことに伴いまして、改正を行うものでございます。 

  次に４０ページをお開きください。 

  議案第８１号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町火災予防条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに

関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴い、紀美野町火災

予防条例の改正を行うものである。 

  改正条項であります、第８条の３は、屋内に設ける燃料電池、発電設備の位置、構造
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及び管理の基準でありますが、対象火気設備の位置、構造及び管理並びに対象火気器具

等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されまして、

対象火気設備等の１つである燃料電池、発電設備の定義に、固体酸化物型燃料電池によ

る発電設備であって火を使用するものが加えられたことによる改正であります。 

  次に第２９条の５は、住宅用防災警報器等の設置免除規定でありますが、住宅用防災

機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されま

して、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設

備等に関する省令を引用する条項中、第３条第２項が第３条第３項に改められたこと及

び住宅用火災警報器等を設置しないことができる場合として、複合型居住施設用自動火

災報知設備を技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときと

いう項目が追加されたことから、紀美野町火災予防条例の一部を改正するものでありま

す。 

  なお、本条例改正に関しましても、詳細につきましては、条例の一部を改正する条例

に係る新旧対照表の１９ページから２０ページでご確認を賜りたく、よろしくお願いい

たします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第８２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の策定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２０、議案第８２号、紀美野町過疎地域自立促進計

画の策定について、議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは議案書の４２ページをお願いいたします。 

  議案第８２号 紀美野町過疎地域自立促進計画の策定について 

  紀美野町の過疎地域自立促進計画（平成２２年度～平成２７年度）を別案のとおり定

めたいので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、今年平成２２年４月１日に、過疎地域自立促進特別措置法
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の一部を改正する法律が制定されました。それによりまして、平成２２年度から平成２

７年度までの６年間の期間延長をされるとともに、過疎地域の自立促進特別事業として

のソフト事業が追加、拡充されることとなりました。このため、今後も継続して過疎地

域の自立施策を実施し、地域内の整備振興を図ることを目的として、当計画を策定する

ものでございます。 

  今回の過疎法の一部を改正する法律によりまして、過疎地域の要件の追加を含む７項

目についての改正が行われてございます。特に従来の過疎対策事業債は、ハード事業の

みの対象となってございましたが、今回の改正において、地域医療の確保、住民の交通

手段の確保、集落維持及び活性化に係るソフト事業についても対象とする拡充が図られ

てございます。 

  当計画の策定に当たっては、和歌山県の過疎地域自立促進方針に基づくとともに、第

１次紀美野町長期総合計画に掲げた町の将来像、空、山、川のふれあいのある美しいふ

るさとの実現を目指した７分野・施策を当計画の基本的な方針として掲げ、旧過疎地域

自立促進計画を踏まえ、現状での諸問題、また施策に対する新規の事業を組み入れた計

画としてございます。 

  それでは計画の概要について、ご説明をさせていただきます。 

  別冊の計画案をご覧いただきたいと思います。 

  計画書の１ページから９ページにつきましては、１、基本的な事項ということで、紀

美野町の概況、人口及び産業の推移と動向、町行財政の状況、地域の自立推進の基本方

針及び計画期間について記載してございます。 

  次の２、産業の振興から以降につきましては、それぞれ（１）現況と問題点、（２）

その対策、（３）計画の３項目によって分類、整理し、記載を行ってございます。具体

的な内容につきましては、計画書に記載されているとおりとなってございますので、概

要のみについてご説明とさせていただきます。 

  また、それぞれ各項目での計画の内容につきましては、過疎法に掲げる要領により、

決められた項目等で策定を行ってございます。このため、すべての問題や施策を明記で

きているものではございません。あらかじめご了解いただきたいと思います。 

  それでは１０ページから１４ページの産業の振興といたしましては、地場産業及び観

光の振興として道の駅整備や産品加工場の増設、農業経営支援、その他、各種イベント

等への補助を柱とした７施策に取り組んだ内容としてございます。 
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  １５ページから２０ページの交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進につ

きましては、町道、農道、林道の各道路、１１件の整備を行うこととし、またこれに加

えて橋梁の整備についても１件記載をしてございます。 

  また、ソフト事業として、コミュニティバスの運行委託、地上デジタル放送再送信施

設と防災行政無線施設の保守管理等を柱とした交通網の整備、地域間交流の促進を図る

１８施策に取り組んだ内容としてございます。 

  次に２１ページから２６ページの生活環境の整備といたしましては、水道設備の整備

や調査、合併浄化槽設置の促進、ごみ処理事業、商工施設の整備、公営住宅の整備等を

柱として、生活環境の向上、定住促進の基盤整備等を図る４１施策に取り組んだ内容と

してございます。 

  次に２７ページから２８ページの高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進につきまし

ては、児童福祉の向上として、保育所耐震補強及び改修事業並びに子ども医療助成事業

を実施する２施策に取り組んだ内容としております。 

  なお、この項目での、その他施策につきましては、今後計画的に実施してまいりたい

と考えてございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  次に２９ページの医療の確保につきましては、診療所に医師、看護師、薬剤師の常勤、

または派遣の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 

  ３０ページから３２ページの教育の振興につきましては、学校や体育の施設、集会施

設の９件の改修及び新築、またこのほか、ふれあいマラソン大会や国体の協賛事業の２

件を加え、教育の振興のための１１施策に取り組んだ内容としてございます。 

  ３３ページの地域文化の振興につきましては、町内の郷土資料や文化財の保存並びに

郷土芸能の維持に努めてまいりたいと考えてございます。 

  ３４ページの集落の整備につきましては、集落の全般的な発展を目指した集落整備事

業と荒廃する集落の景観保全事業や、その他必要な過疎集落再生活性化支援事業に取り

組んだ内容としてございます。 

  ３５ページの、その他地域の自立促進に関し必要な事項といたしましては、地籍調査

の推進、ＧＩＳ事業の導入推進を図りたいと考えてございます。 

  ３６ページは、今までの説明の中の過疎対策事業債対象のソフト事業のみを抜粋した

１３事業を掲載してございます。 

  以上、地域の住民の命と暮らしを守る実効性のある数々の対策事業を、総合的かつ計
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画的に実施し、紀美野町の将来像である、ふるさとの実現を目指した計画として策定し

てございます。 

  以上、紀美野町過疎地域自立促進計画の説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時４７分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１７分） 

◎日程第２１ 議案第８３号 平成２２年度紀美野町一般会計補正予算（第２号）につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第２１、議案第８３号、平成２２年度紀美野町一般会

計補正予算（第２号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    議案書の４３ページをお願いいたします。 

  議案第８３号 平成２２年度紀美野町一般会計補正予算（第２号） 

  平成２２年度紀美野町の一般会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億１,２１８万２,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億１９５万２,０００円

とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

   第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 
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   第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ５１ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １４款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金、１８９万５,０

００円の増額でございます。これにつきましては、児童手当分ということでお願いいた

します。 

  １４款、２項、国庫補助金、５目、土木費国庫補助金、１,３８５万円の減額でござ

います。これにつきましては地域活力基盤創造交付金で１,４３０万円の減、内示によ

る減でございます。橋梁長寿命化修繕計画策定事業費補助金で４５万円の増額でござい

ます。 

  １４款、３項、国庫委託金、２目、民生費国庫委託金、６８万２,０００円の増額で

ございます。これにつきましては子ども手当事務取扱交付金でございます。 

  １５款、県支出金、１項、１目、民生費県負担金、１０５万５,０００円の増額でご

ざいます。これにつきましても児童手当分の増額でございます。 

  ２項、県補助金、１目、総務費県補助金、１２万３,０００円の増額でございます。

要援護者施設通信手段整備事業補助金ということでお願いするものでございます。 

  ２目、民生費県補助金、１５１万４,０００円、子育て支援特別対策事業ということ

でございます。 

  ４目、農林水産業費県補助金、１,２９２万７,０００円、１節、農業費、２７０万円、

都市農村交流型アグリビジネス支援事業補助金、緊急雇用創出事業でございます。２節、

林業費、１,０２２万７,０００円、森林整備、あるいは紀の国森づくり、林道整備、緊

急雇用、間伐・里山再生加速化事業補助金等でございます。 

  ７目、教育費県補助金、３７万５,０００円、緑育推進元気な森の子事業の補助金で

ございます。 

  １枚めくっていただきまして５３ページです。 

  １８款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、財政調整基金繰入金、２億１,１１７万

円の減額でございます。財政調整基金繰入金の減額でございます。 

  ５目、合併振興基金繰入金、１億円の減額でございます。 

  １９款、繰越金、１項、１目、繰越金、前年度の繰越金ですが、４億７,０１１万８,
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０００円でございます。 

  ２０款、諸収入、３項、１目、雑入、１０５万９,０００円の減額です。長寿社会づ

くりソフト事業費交付金で１２０万円の減が主なものでございます。 

  ２１款、町債、１項、町債、１目、総務債、４,２０４万円の増額です。過疎債でご

ざいます。 

  ２目、衛生債、１,０７３万円の増です。一般単独の合併特例債で７０万円、過疎対

策費で１,０３０万円でございます。 

  ３目、農林水産業債、７６２万９,０００円の増です。１節、一般単独で１０万円、

合併特例債です。２節、辺地対策で４０万円、４節、過疎債で７１２万９,０００円で

ございます。 

  ４目、土木債、５５０万円の減額です。辺地債で２０万円、過疎債で４９０万円の減

額、一般単独の８０万円の減額ですが、自然災害防止事業債から合併特例債に変わって

おりますので、その分の差額、８０万円ということでございます。 

  ６目、臨時財政対策債、１節、臨時財政対策債、７,５８７万２,０００円の増額でご

ざいます。 

  ７目、民生債、１,５８０万１,０００円、これも過疎対策事業債です。 

  ８目、教育債、３００万円、これについても過疎対策事業債でございます。 

  １枚めくっていただきまして歳出でございます。５５ページです。 

  ２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、１６７万２,０００円、需用

費と委託料として、本庁の雨漏りの調査委託ということで、６７万２,０００円でござ

います。 

  ４目、財産管理費、１０７万７,０００円、大角の土捨て場のフェンスでございます。 

  ９目、自治振興費、１７万円、地域開発協力費でございます。 

  １２目、防災諸費、２４万６,０００円、防災行政無線の工事でございます。 

  １３目、町誌編纂費、２万２,０００円の減額です。賃金、臨時雇用で４５万８,００

０円の増、報償費で４８万円の減です。 

  ２款、総務費、２項、徴税費、１目、税務総務費、１５万円の増です。これは職員手

当でございます。 

  ２目、賦課徴収費、１,２９０万円、委託料、固定資産の評価替委託で２９０万円、

固定資産の路線価評価業務委託で１,０００万円でございます。 
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  ５６ページ、３款、民生費、１項、社会福祉費、２目、国民年金事務費、１万円、旅

費でございます。 

  ５目、老人医療費、１,０００円、過年度返還金でございます。 

  ６目、重度心身障害者医療費、９万８,０００円、過年度返還金です。 

  ７目、子ども医療費は財源変更でございます。 

  ３款、２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費、１５１万４,０００円の増額です。

消耗品で６６万４,０００円、備品購入費で８５万円でございます。 

  ２目、児童手当費、３６０万円、これにつきましては児童手当分の各項目でございま

す。 

  ５目、保育所費、１７０万１,２００円、職員手当と１枚めくっていただきまして、

賃金で６６万円、臨時雇用の賃金です。委託料で第２保育所の耐震工事の委託、神野保

育所の耐震補強工事の設計委託となっております。 

  ７目、学童保育費、３３万６,０００円、放課後健全育成事業補助金の過年度返還分

でございます。 

  ８目、子ども手当費、６８万６,０００円、超過勤務手当が主なものでございます。 

  ４款、衛生費、１項、保健衛生費、４目、環境衛生費、１２２万３,０００円の増で

ございます。美里簡易水道事業特別会計への繰出金でございます。 

  ５目、成人保健対策費、２６１万２,０００円、各種健診委託料が２４３万円、過年

度返還金が１８万２,０００円。 

  ７目、診療諸費、６６５万円の減額でございます。国民健康保険診療所事業特別会計

への繰出金の減額でございます。 

  ５８ページ、５款、農林水産業費、１項、農業費、１目、農業委員会費、１１万円の

減額です。県農業者年金協会会費、県農業委員会職員協議会の負担金の減ということで

す。 

  ２目、農業総務費、２４万円の増、時間外手当でございます。 

  ３目、農業振興費、１３９万円の増額です。主だったものは委託料で、耕作放棄地対

策事業委託料として１２０万円が主なものでございます。 

  ４目、耕地総務費、４,０００円の減、集落排水事業特別会計への繰出金の減です。 

  ５目、農業整備事業費、補正予算額はないのですが、財源変更ということでございま

す。 
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  ７目、地籍調査事業費、これも補正額はないのですが、予算の組みかえということで、

賃金、役務費と備品購入費が増額になりまして、委託料で２６０万１,０００円の減と

いうことになっております。 

  ８目、小規模土地改良事業費、これも財源変更のみでございます。 

  １枚めくっていただきまして５９ページ、５目、農林水産業費、２項、林業費、１目、

林業総務費、１,５３０万円の増額でございます。主なものは委託料で１,２１９万１,

０００円、まちづくり推進事業委託料で４２１万９,０００円、間伐・里山再生加速化

事業委託金で７１０万円の増、市町村民の森創造事業委託金で８７万２,０００円の増、

主なものはそういうことです。負担金、補助及び交付金で３１０万円の増となっており

ます。 

  ３目、林道整備事業費、１１万円の増、毛原下滝ノ川線開設工事でございます。 

  ６款、商工費へまいります。１項、商工費、２目、観光費、７万２,０００円、時間

外手当でございます。 

  ６０ページをお願いします。 

  ７款、土木費、１項、土木管理費、１目、土木総務費、６０万円の増でございます。

これも時間外手当でございます。 

  ７款、２項、道路橋りょう費、２目、道路橋りょう新設改良費、１,０９４万３,００

０円の増額です。これにつきましては職員手当、役務費で、鑑定手数料として６５万２,

０００円、委託費で２００万５,０００円の減、平中通り２号線の測量委託の減です。

工事請負費で６８３万５,０００円の減、福田松瀬線で４１９万７,０００円の減、谷線

でも２４８万１,０００円の減です。公有財産購入費で８０万円の減、町道神野市場福

田線で２００万円の減と町道観音寺線で１２０万円の増でございます。補償、補填及び

賠償金で２１２万７,０００円の減となっております。 

  １枚めくっていただきまして、７款、土木費、３項、住宅費、１目、住宅管理費、１

０１万１,０００円でございます。修繕費で８０万円、備品購入費で２１万１,０００円

の増額でございます。 

  ４項、公園費、１目、公園費、５万２,０００円、水道料でございます。 

  ８款、消防費、１項、消防費、１目、常備消防費、３２５万８,０００円の増でござ

います。これについては職員手当でございます。 

  次のページ、６２ページをお願いします。 
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  ９款、教育費、１項、教育総務費、３目、教育諸費、９３万７,０００円の増でござ

います。需用費で７８万１,０００円が大きなものですが、主に緑育推進元気な森の子

事業の経費でございます。 

  ９款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費、３２万６,０００円、これは職

員手当と修繕料でございます。 

  １枚めくっていただきまして６３ページ、９款、教育費、３項、中学校費、１目、学

校管理費、２２万６,０００円、修繕料でございます。 

  ９款、４項、社会教育費、２目、生涯学習振興費、６０万円、世界民族祭の補助金で

ございます。 

  ５目、文化財保護費、１万円、文化財防火対策補助金でございます。 

  １０目、真国区民センター管理運営費、２万３,０００円、臨時雇用の賃金でござい

ます。 

  ９款、５項、保健体育費、１目、保健体育総務費、財源変更でございます。 

  ２目、体育施設管理運営費、６５万円をお願いするものです。工事請負費で、毛原公

園進入路の改良工事で４７万７,０００円が主なものでございます。 

  １２款、諸支出金、１項、基金費、１目、財政調整基金費、２億６,０００万円の増

額でございます。積立金でございます。 

  ２目、減債基金、１,７００万円、同じく積み立てるものでございます。 

  ４７ページへ戻っていただきたいと思います。 

  第２表、債務負担行為補正でございます。 

  固定資産路線価評価業務委託ということで、期間としては平成２３年度でございます。

限度額は２,０００万円の債務負担をお願いするものです。 

  続いて紀美野町生活営農資金利子補給ということで、期間につきましては平成２３年

度から平成２７年度ということで、限度額につきましては毎年１月１日から１２月３１

日までの期間で、生活営農資金の融資平均残高に、和歌山県生活営農資金利子補給金交

付要綱の別表に定める１号資金から８号資金については、利子補給率０.２５％を、９

号資金については、その都度定める利子補給率を乗じた金額という限度額でございます。 

  ３表、地方債補正の変更でございます。 

  過疎債につきましては、補正前の限度額は１億２,３４０万円、辺地債につきまして

は１億６,２５０万円、臨時財政対策債については３億３,７００万円でございました。



－５１－ 

補正後の過疎債の額は１億９,６５０万円で、７,３１０万円の増となります。辺地対策

事業債は１億６,３１０万円で、６０万円の増、臨時財政対策債については４億１,２８

７万２,０００円ということで、７,５８７万２,０００円の増額でございます。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じとなっています。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第２２ 議案第８４号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

◎日程第２３ 議案第８５号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第２号）について 

◎日程第２４ 議案第８６号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２２、議案第８４号、平成２２年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、日程第２３、議案第８５号、平成２

２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）について及び日程

第２４、議案第８６号、平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    それでは議案書の６５ページをお開きください。 

  議案第８４号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２２年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,２０５万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億６,６１７万３,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ７０ページをご覧ください。 

  ２、歳入でございます。 

  ４款、療養給付費等交付金、１項、１目、療養給付費等交付金、７０３万３,０００

円の増額でございます。これにつきましては国保の退職被保険者の分で、被用者保険等

の拠出対象額の確定に伴います交付金の精算によるものでございます。 

  １０款、繰入金、１項、繰入金、２目、財政調整基金繰入金、１,１８９万円の減額

でございます。これにつきましては平成２１年度の剰余金によるものでございます。 

  １１款、繰越金、１項、１目、繰越金、５,６９１万円の増額でございます。 

  ７１ページをお願いいたします。 

  ３、歳出でございます。 

  ９款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、２目、償還金、２３節、償還金、利

子及び割引料、１,４４４万円の増額補正でございます。これにつきましては平成２１

年度の精算に伴います返還金でございまして、内訳につきましては特別調整交付金返還

金で２万５,０００円、療養給付費等負担金返還金で１,４４２万４,４４６円でござい

ます。 

  ９款、３項、１目、財政調整基金費、２５節、積立金、３,７６１万３,０００円の増

額補正でございます。これにつきましては平成２１年度の剰余金をもって充てるもので

ございます。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の補正予算についての説明といたします。 

  続きまして７２ページをお願いいたします。 

  議案第８５号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第 

         ２号） 

  平成２２年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）は次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,５５８万円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  ７６ページをご覧ください。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、繰入金、１目、一般会計繰入金、６６５万円の減額でございま

す。これにつきましては、平成２１年度からの繰越金によるものでございます。 

  ５款、繰越金、１項、１目、繰越金、６６５万円の増額補正でございます。 

  以上、国民健康保険診療所事業特別会計の補正予算についての説明といたします。 

  続きまして７７ページをお願いいたします。 

  議案第８６号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  平成２２年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５１万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億５,３０１万９,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８２ページをお願いいたします。 

  ２、歳入でございます。 

  ５款、繰越金、１項、１目、繰越金、１５１万２,０００円の増額補正をするもので

ございます。 

  次に８３ページをご覧ください。 

  ３、歳出でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金、

１９節、負担金、補助及び交付金、１５１万２,０００円の増額補正をするものでござ

います。これにつきましては、平成２１年度からの繰越金をもって充てるものでござい

ます。 

  以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第２５ 議案第８７号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ２号）について 
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○議長（美野勝男君）    日程第２５、議案第８７号、平成２２年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）について、説明を願います。 

  保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    ８４ページをお願いします。 

  議案第８７号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２２年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,７５１万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億２,１７３万６,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８９ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ７款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金、平成２１年度決算確定による繰越金の

補正でございます。２,９５６万３,０００円を補正させていただきます。 

  ９款、町債、１項、財政安定化基金貸付金、１目、財政安定化基金貸付金、１,２０

４万９,０００円の減額でございます。 

  続きまして歳出でございます。 

  ４款、諸支出金、１項、諸支出金、１目、償還金、補正額、１,７４９万４,０００円、

過年度返還金の確定による補正でございます。内訳で申しますと、国庫が６４７万７,

６５７円、県費が３３６万６,０４１円、支払基金が７６５万５２４円、合わせて１,７

４９万４,２２２円の返還金が確定しました。 

  ２目、保険料還付金、補正額、２万円、これは保険料の払戻金の補正でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

◎日程第２６ 議案第８８号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 
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              計補正予算（第２号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２６、議案第８８号、平成２２年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第２号）について、説明を願います。 

  産業課長、中尾君。 

（産業課長 中尾隆司君 登壇） 

○産業課長（中尾隆司君）    それでは議案書の９１ページをお願いいたします。 

  議案第８８号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算 

         （第２号） 

  平成２２年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第２号）は

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７７万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,７８９万３,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ９６ページをお願いいたします。 

  ２、歳入です。 

  ３款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、財政調整基金繰入金、補正額で１７万６,

０００円の減額をするものであります。 

  ４款、繰越金、１項、１目、繰越金、２９５万３,０００円の増額であります。これ

は前年度の繰越金であります。 

  ５款、諸収入、２項、１目、雑入、５,０００円の減額をするものであります。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３、歳出です。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費、７９万５,０００円の補正を

お願いするものであります。内訳として共済費で４万５,０００円、これは社会保険料

の負担金であります。賃金で５万５,０００円、これは臨時職員分のものであります。

公課費で６９万５,０００円ということで、これは消費税の納付金の追加分であります。 

  ２款、諸支出金、１項、基金費、１目、財政調整基金費、１９７万７,０００円の補



－５６－ 

正をお願いするものであります。これにつきましては財政調整基金の積立金でございま

す。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第２７ 議案第８９号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２７、議案第８９号、平成２２年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、説明を願います。 

  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ９８ページをお願いします。 

  議案第８９号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２２年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２,６３２万６,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次に１０３ページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、繰入金、一般会計からの繰入金を４,０００円減額する

ものでございます。 

  ４款、繰越金、１項、１目、繰越金、平成２１年度決算により２０万４,０００円の

増額をお願いするものであります。 

  続きまして１０４ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費、１６節、原材料費、２０万円

の増額をお願いするものであります。これにつきましては、新規加入者があった場合の
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町管理区域の升までの取付管等の材料費でございます。 

  以上です。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第２８ 議案第９０号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

◎日程第２９ 議案第９１号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

◎日程第３０ 議案第９２号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号） 

              について 

○議長（美野勝男君）    日程第２８、議案第９０号、平成２２年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第２９、議案第９１号、平成２

２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について及び日程第３０、

議案第９２号、平成２２年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）について、一

括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、岩本君。 

（水道課長 岩本介伸君 登壇） 

○水道課長（岩本介伸君）    議案書の１０５ページをお願いいたします。 

  議案第９０号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２２年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,３４６万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,６７２万１,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  恐れ入りますが、１１０ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  ５款、繰越金、１項、１目、繰越金、４,３４６万１,０００円でございます。これは
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平成２１年度決算において、補助金の確定に伴う増額でございます。 

  １１１ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費、２７節、公課費、４,０００

円の増額につきましては、平成２１年度の消費税納付税額の補足のためでございます。 

  ２目、作業費、１１節、需用費の修繕料、５０１万９,０００円につきましては、河

南浄水場の電動仕切弁取替工事でありますが、昭和６１年に設置して以来２４年が経過

し、老朽化している状況でございます。福井配水池流量計取替工事につきましては、平

成７年に設置して１５年が経過し、耐用年数が過ぎつつあります。梅本第２配水ポンプ

取替工事につきましては、平成７年に設置して以来１５年が経過し、老朽化が進み、別

の１基で稼働し、現在休止状態であります。河北中継送水ポンプ取替工事につきまして

は、平成５年に設置して以来１７年が経過し、オーバーホール等整備を行っております

が、吐出量がかなり低下している実情であります。続きまして１６節、原材料費、１,

０００万円につきましては、河南浄水場と河北浄水場のろ過池補助砂の購入費用でござ

います。 

  ３款、予備費、１項、１目、予備費、２,８４１万４,０００円の増額につきましては、

歳入増に伴うものでございます。 

  １１２ページをお願いいたします。 

  議案第９１号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２２年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４０万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,３７８万８,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  恐れ入りますが、１１７ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  ３款、１項、繰入金、１目、一般会計繰入金、１２２万３,０００円の増額につきま
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しては、美里龍神線箕六地内の配水管移設替工事をお願いするものでございます。 

  ４款、諸収入、１目、雑入、５３０万５,０００円の増額につきましては、当初予算

でご承認を賜っております国道３７０号道路改築工事の追加に伴う水道管移設工事補償

金でございます。 

  ５款、１項、１目、繰越金、８７万７,０００円でございますが、これは平成２１年

度決算において繰越金の確定に伴う増額でございます。 

  続きまして１１８ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、２目、作業費、１３節、委託料、１０万５,００

０円でありますが、国道３７０号線毛原バイパス橋梁添架設計業務でございます。１５

節、工事請負費、７３０万円でありますが、美里龍神線配水管移設替工事、箕六地内と、

当初予算におきまして１,０００万円の予算をご承認賜っております毛原宮地内の国道

３７０号道路改築工事に伴う水道管移設補償工事でありますが、今回道路の追加工事に

伴うものでございます。 

  １１９ページをお願いいたします。 

  議案第９２号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号） 

  第１条 平成２２年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ 

     ろによる。 

  第２条 予算第４条中に定めていた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおりと改

める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,４３６万７,０００

円は当年度分消費税資本的収支調整額６４万２,０００円、当年度分損益勘定

留保資金２,３７２万５,０００円で補てんするものとする。）。 

  収入。 

  第１０款、科目、資本的収入、第２項、工事負担金、既決予定額、４３１万５,００

０円、補正予定額、１８７万２,０００円、計６１８万７,０００円。 

  第１１款、資本的支出、既決予定額、３,０５５万４,０００円、補正予定額、０円、

計３,０５５万４,０００円。 

                  平成２２年９月６日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２０ページをお願いします。 

  資本的収入及び支出でございますが、１０款、資本的収入、１目、工事負担金、１８
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７万２,０００円の増額につきましては、６月補正におきましてご承認を賜っておりま

す県道奥佐々阪井線改修工事の追加に伴う水道管移設工事の補償費でございます。 

  １１款、資本的支出は変更ございません。 

  以上でございます。 

（水道課長 岩本介伸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（美野勝男君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ２時０５分） 


